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この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。
預金とは異なり、元本割れすることがあります。

商品パンフレット
外貨建定額個人年金保険

”米ドル建”か”豪ドル建”か
あなたなら、どちらを選びますか？
”米ドル建”か”豪ドル建”か
あなたなら、どちらを選びますか？

● 解約時の市場金利、為替レートの変動等により、損失が生じることがあります。
● 契約通貨建で最低保証されている金額が、為替レートの変動により、円建では元本割れする可能性があります。

マニュライフ生命
投資型商品
カスタマーセンター
0120-925-008 www.manulife.co.jp

マニュライフ生命の
ホームページ

ご契約内容のお知らせ

●ご契約内容・積立金額のご照会
●積立利率、年金額算出率、
　「保険料米ドル入金特約A型」等の
　為替レート、
　「円支払特約A型」の為替レート　等
●各種お手続きのご案内
●各種お手続き書類のご請求　等

●積立利率、年金額算出率、
　「保険料米ドル入金特約A型」等の
　為替レート、
　「円支払特約A型」の為替レート　等

●契約通貨
●ご契約時の積立利率
●積立金額や解約返戻金額　等

お知らせWebお電話

年１回、契約者（年金支払
開始日以後は年金受取人）に
お知らせします。

アフターサービス 積立利率・為替レート等は以下の方法でご確認いただけます。

9:00～17:00
土日祝・12/31～1/3は
休業とさせていただきます。（ ）

2023年4月版 

ご契約のしおり／約款 設計書

ご契約の検討・お申込みに際しては、次の資料をあわせてご覧ください。

法人向け保険商品のご検討に際してご留意いただきたいこと

契約者が法人となる場合は、次の資料をあわせてご覧ください。

MLJ(STD)23010022(MGAI-660020-2309)

●この商品はマニュライフ生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、預金保険制度の対象ではありません。
●この保険にご契約いただくか否かが、取扱金融機関におけるお客さまの他のお取引に影響を及ぼすことは一切ありません。
●法令にもとづき、お客さまの「お勤め先」や「取扱金融機関への事業のための融資お申し込み状況」により、取扱金融機関でお申し込みいただけない場合が
あります。

〔金融機関を募集代理店とする場合のお客さまへのご説明事項〕

〔募集代理店〕

マニュライフ生命の担当者・募集代理店（生命保険募集人）は、お客さまとマニュライフ生命の保険契約締結の媒介を行う者です。保険契約締結の代理権
はありません。したがって、契約はお客さまからのお申込みに対してマニュライフ生命が承諾したときに有効に成立します。
生命保険募集人のうち、生命保険協会にて別途定められた規定に基づき外貨建保険販売資格を登録した募集人のみがこの保険を取り扱えます。
募集人の権限等の確認は、マニュライフ生命投資型商品カスタマーセンターまでご連絡ください。

くわしくは、外貨建保険販売資格をもつ募集人にご相談ください。

公的年金制度に加入している方は、一定の年齢になった場合に、老齢年金を受取れます。
将来受取り可能な年金の見込み額を把握したうえで、不足する資金を計画的に準備しましょう。

生命保険協会ホームページ お客さま向けご案内チラシ
https://www.seiho.or.jp/data/billboard/pension/

公的年金制度
（老齢年金制度）

のご案内

〔引受保険会社〕



❶

大切に築いてき
その一部を

た資産だからこそ
「外貨建」に。

資産はひとつの種類だけではなく

さまざまな資産に分散して持つことが

資産運用の重要なポイントです。

だからこそ、大切に築いてこられた資産の一部を

「外貨建」にしてみませんか。

外貨建の資産運用には、さまざまな魅力があります。

●この保険は外貨で運用するため、保険料の払込通貨と契約通貨が異なる場合や、保険料の払込通貨と年金・死亡
給付金等をお支払いする通貨が異なる場合等に、為替相場の変動による影響を受けます。したがって、年金の支払
総額や死亡給付金額等を保険料の払込通貨で換算した場合の金額が、ご契約時にお払い込みいただいた金額を
下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。為替相場の変動に伴うリスクは、契約者または受取人が負い
ます。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●この保険は、市場金利に応じた運用資産（債券等）の価格変動を解約返戻金額および年金の一括支払による支払
金額に反映させます（市場価格調整）。また、解約返戻金額および終身年金の年金の一括支払による支払金額を計算
する際にご契約日からの経過年数等に応じた解約控除がかかります。したがって、「解約返戻金額＊」または「年金の
一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の合計額との総額＊」が一時払保険料を下回ることがあり、
損失が生じるおそれがあります。

外貨建定額個人年金保険「パワー・カレンシー」のリスクについてご注意

＊一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額

■家計部門における外貨建資産の推移（1980年～2021年）
日本銀行「資金循環」より
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大切に築いてき
その一部を

た資産だからこそ
「外貨建」に。

外国為替市場の動向によっては
為替差益を享受できることがあります。
外貨建資産を円換算したときの価値は外国為替市場の動向に左右されます。
据置期間中に為替相場が「円安」に振れた場合、運用成果に加えて、
為替差益が得られることもあります。

アメリカもオーストラリアも、日本と比べて
高い金利水準が維持されています。
日本では長期にわたって低金利が続いていますが、
アメリカやオーストラリアでは、まだまだ魅力的な金利水準が保たれています。

外貨建運用の
魅力

1

外貨建運用の
魅力

2
■過去10年の米ドル・豪ドルの為替レート推移 （2012年12月初～2022年11月末）

※各国10年国債の月末時点の利回り

※円高の場合、為替差損を被ることもあります。

Bloombergのデータを元にマニュライフ生命が作成
●上記は各国の長期金利を示したものであり、「パワー・カレンシー」の積立利率を示したものではありません。

■日本・アメリカ・オーストラリアの長期金利の推移（2012年12月～2022年11月）

●本資料は情報提供を目的としており、いかなる投資の推奨・勧誘を行うものではありません。
過去のパフォーマンスは将来のリターンを保証するものではありません。

Bloombergのデータを元にマニュライフ生命が作成
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❸

お払い込みいただいた一時払保険料を、
据置期間中「米ドル建」または「豪ドル建」で運用し、
据置期間満了後に運用の結果を
年金（5年確定年金）でお受け取りいただきます。

ご契約時に円建の目標額を設定いただき、
ご契約日の1年経過後から解約返戻金の円換算額が
目標に到達したとき、円建年金へ自動的に移行します。

目標に到達　したら円建年金に移行

▲
契約日

▲
1年経過

※ご契約日から1年以内は、　解約返戻金の円換算額が目標に到達しても、円建年金に移行しません。

被保険者がお 亡くなりになった日
の積立金額、基 本保険金額、解約
返戻金額のい ずれか大きい金額

●目標額に到達した 場合、到達日の翌日を移行
日として自動的に 円建年金へ移行します。
移行後の据置期間＊1 中の積立金は、マニュライフ
生命の定める利率に よる利息をつけて積み立て
ます。

●円建年金へ移行後 の据置期間満了日の積立
金額を年金原資と して、年金支払開始日に
おけるマニュライ フ生命の定める基礎率等
（予定利率＊2等）に 基づいて、円建の確定年金
（5年）で年金をお 支払いします。

●移行後の据置期間 中、毎年の年単位の契約
応当日に年金支払 開始日を繰り上げて年金を
お支払いすること ができます。

目標額に到　達したとき運用成果を円建で自動確保

「円建」で
目標設定

「外貨建」で
運用

「円建」で目標額　を設定、目標額に到達したら
 運用成果を自動　的に確保するプランです。

パワー・カレンシー 

目標設定プラン1

〈イメージ図〉

死亡　給付金

円建の目標額

＊1 移行後の据置期 間とは、移行日から年金支払
開始日前日まで の期間です。

＊2 予定利率とは、 年金額等を計算する際に
適用される利率 をいいます。

一
時
払
保
険
料

（
基
本
保
険
金
額
）

円建で目標額を設定
●ご契約時につぎのいずれかの目標値を選択し、円建で目標額を設定できます。

●目標額は据置期間中に変更することもできます。

120％ 130％ 140％ 150％目標値

目標額 ＝ 円換算一時払保険料＊ × 目標値
＊円換算一時払保険料は、保険料の払込通貨で払い込まれた金額（保険料の
払込通貨と契約通貨が同じ場合は一時払保険料）に、マニュライフ生命が
受領した日におけるマニュライフ生命の定める為替レートを乗じて円換算
した金額です。なお、保険料の払込通貨が円の場合は、お払い込みいただ
いた金額になります。

※円建年金への移行日以後は、目標額の変更はできません。また、変更する
目標額は、変更時の解約返戻金額を円に換算した金額より大きい金額とします。

保険料の払込通貨

円 米ドル

ユーロ

豪ドル

ニュージーランドドル

5種類の通貨から
いずれかを選択し入金できます

契約通貨の選択
契約通貨として、「米ドル」
または「豪ドル」のいずれかを
お選びいただきます。

※このプランは、主契約に「円建年金移行　 特約」を付加したお取り扱いです。

●ご契約日の1年経過後から目標額への到達を毎日判定します。判定は、マニュライフ生命の
指定する金融機関の営業日に行います。

❹

据置期間（10年）

年
金
原
資

（
契
約
通
貨
建
）

目標に到達　したら円建年金に移行

▲
据置期間満了日

（年金支払開始日の前日）

米ドル 豪ドル

または

5年確定年金（契約通貨建）

※ご契約日から1年以内は、　解約返戻金の円換算額が目標に到達しても、円建年金に移行しません。

※目標到達時の解約返戻金額の円換算額が
　円建年金への移行額となります。

※据置期間満了日の積立金額を年金原資として、
その年金原資に、ご契約日に設定された年金額
算出率を乗じた金額を年金額とします。

被保険者がお 亡くなりになった日
の積立金額、基 本保険金額、解約
返戻金額のい ずれか大きい金額

解約計算基準日の積立
金額に市場価格調整率を
乗じた金額から解約
控除額を差し引いた金額

円
建
年
金
へ
の
移
行
額

年
金
原
資
（
円
建
）

●目標額に到達した 場合、到達日の翌日を移行
日として自動的に 円建年金へ移行します。
移行後の据置期間＊1 中の積立金は、マニュライフ
生命の定める利率に よる利息をつけて積み立て
ます。

●円建年金へ移行後 の据置期間満了日の積立
金額を年金原資と して、年金支払開始日に
おけるマニュライ フ生命の定める基礎率等
（予定利率＊2等）に 基づいて、円建の確定年金
（5年）で年金をお 支払いします。

●移行後の据置期間 中、毎年の年単位の契約
応当日に年金支払 開始日を繰り上げて年金を
お支払いすること ができます。

目標額に到　達したとき運用成果を円建で自動確保

▲
移行日（目標額到達日の翌日）

▲
移行後の据置期間満了日
（年金支払開始日の前日）

5年確定年金（円建）

※円建年金への移行日には、将来お受け取りいただく
年金額は定まっていません。なお、マニュライフ生命の
定める基礎率等（予定利率等）は、経済情勢の変化等の
理由により、将来変更される可能性があります。

解
約
返
戻
金
額
の
円
換
算
額

＝
被保険者がお亡く
なりになった日の
積立金額

＊3 円建年金に移行後は年金支払開始日を繰り上げることもできます。

目標額に到達しなかった場合、
ご契約時に確定した年金原資を
もとに年金をお支払いします。

「円建」で目標額　を設定、目標額に到達したら
 運用成果を自動　的に確保するプランです。

「円支払特約Ａ型」を付加していただくと、
年金、死亡給付金、解約返戻金等を円で
お支払いすることができます。

死亡　給付金

死亡給付金（円建）

積立金

移行後の据置期間＊3

積立金（円建）

＊1 移行後の据置期 間とは、移行日から年金支払
開始日前日まで の期間です。

＊2 予定利率とは、 年金額等を計算する際に
適用される利率 をいいます。

解約返戻金額の円換算額 解約返戻金

外貨建定額個人年金保険

※上図はイメージ図であり、将来の積立金額、死亡給付金額等を保証するものではありません。また、一部解約がなかった場合のものです。
※この商品パンフレットでは、「ご契約のしおり／約款」等に記載されている「据置期間付円建年金」を「円建年金」と表記しています。
※具体的な数値等については、「設計書」をご覧ください。

解約返戻金額に対して、
マニュライフ生命の定める
為替レートを用いて計算した金額

※このプランは、主契約に「円建年金移行　 特約」を付加したお取り扱いです。



❺

年金の合計額が保証される期間

年
金
原
資

一
時
払
保
険
料 （

契
約
通
貨
建
）

（
基
本
保
険
金
額
）

▲
契約日（年金支払開始日）

米ドル 豪ドル

または

〈イメージ図〉

※年金はご契約日の2ヵ月後からお受け取りいただけます。

円でのお受け取りについて
「円支払特約Ａ型」を付加していただくと、年金を円でお受け取りいただくことができます。

お払い込みいただいた一時払保険料を年金原資として、
ご契約日の2ヵ月経過後から「米ドル建」または「豪ドル建」の
年金を一生涯お受け取りいただきます。
年金額は一生涯変わりません。

一生涯の
外貨建年金

＊年金額算出率は、積立利率等に基づき、原則として毎月2回（1日と16日）に設定され、ご契約日に定められた
年金額算出率が適用されます（ご契約日に定められた年金額算出率が変更されることはありません）。
契約通貨や被保険者の性別、年金支払開始年齢、年金支払総額保証割合に応じて異なります。

年金額 ＝ 年金原資 × 年金額算出率＊

※ご契約日を年金支払開始日として、その日を含めて2ヵ月経過した日の翌日に第１回の年金をお支払い
します。また、第2回以降の年金のお支払いは、毎年の契約応当日になります。

契約通貨の選択
契約通貨として、「米ドル」
または「豪ドル」のいずれかを
お選びいただきます。

パワー・カレンシー 

終身年金プラン2 ご契約日の2ヵ月経過後から、一生涯にわたって
年金をお受け取りいただけるプランです。

保険料の払込通貨

円

米ドル

ユーロ

豪ドル

ニュージー
ランドドル

5種類の通貨から
いずれかを選択し
入金できます

65歳男性  各契約通貨の積立利率が、米ドル：年3.35％／豪ドル：年3.51％の場合例

年金支払総額保証割合

年金額

年金の合計額が保証金額
に達するまでの年数

※このプランは、主契約に「年金支払総額保証付終身年金特約」および「即時払年金特則」を付加したお取り扱いです。

※上図はイメージ図であり、将来の年金等を保証するものではありません。
※この商品パンフレットでは、「ご契約のしおり／約款」等に記載されている「年金支払総額保証付終身年金」を「終身年金」と表記しています。
※具体的な数値等については、「設計書」をご覧ください。

公的介護保険制度における要介護2または要介護3の状態に該当していると認定されている
被保険者（契約年齢：55歳～80歳）がお申し込みをご検討される場合に、ご確認ください。
積立利率・（介護）年金支払総額保証割合等が同一条件の場合、終身年金プランの年金額
以上に介護年金額を受け取ることができる「パワー・カレンシー（介護保障タイプ）の即時払
プラン」にお申し込みいただけます。

ご注意

終 身 年 金終 身 年 金

❻

年金の合計額が保証される期間

被保険者に万一のことがあった場合でも、年金の合計額が
年金原資の100%・110%・130%相当額に達するまで、
年金のお支払いを継続します。

※「年金支払総額保証割合（100%・110%・130%）÷年金額算出率」は、年金の合計額が保証金額に達するまでに
かかる年数を表し、小数点第1位以下を切り上げます。

※年金はご契約日の2ヵ月後からお受け取りいただけます。

一
生
涯
に
わ
た
っ
て
お
受
け
取
り

（
契
約
通
貨
建
）

＊

100%・
110%・130%
保証

保証金額 ＝ 年金額 ×｛ 年金支払総額保証割合（100%・110%・130%） ÷ 年金額算出率 ｝

ご注意

＊特約を付加することで、円でお受け取り
いただくこともできます。

外貨建定額個人年金保険ご契約日の2ヵ月経過後から、一生涯にわたって
年金をお受け取りいただけるプランです。

●年金の合計額として年金原資（契約通貨建）の100%・110%・130%を最低保証するのは、保証金額に
到達するまで年金をお支払いした場合です。年金の一括支払を行った場合、年金の一括支払による
支払金額に最低保証はありませんので、保証金額や一時払保険料を下回ることがあります。
●年金の合計額は、契約通貨建で最低保証されています。そのため、年金の支払総額を円に換算した
場合、為替レートによっては保証金額の円換算額や、お払い込みいただいた金額の円換算額（円で
お払い込みいただいた場合はその金額）を下回り、元本割れする可能性があります。
●外貨でお支払いする年金に源泉徴収税額が発生する場合、その税額を年金額から差し引くため、
終身年金でお受け取りになる年金の合計額が年金原資（契約通貨建）の100%・110%・130%を
下回ることがあります。

◎ご契約時に、保証金額を計算するための年金支払総額保証割合を100%・110%・130%の
いずれかから選択いただけます。

※年金の合計額として保証金額(被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額)を保証します。
　保証金額が、ご契約時に選択いただいた年金原資(契約通貨建)の100%・110%・130%を下回ることはありません。
※ご契約後に年金支払総額保証割合を変更することはできません。

年金は契約通貨建＊でお支払いします。
65歳男性  各契約通貨の積立利率が、米ドル：年3.35％／豪ドル：年3.51％の場合

年金支払総額保証割合

年金の合計額が保証金額
に達するまでの年数

一時払保険料の

100％

5.93％
17年

一時払保険料の

110％

 5.81％
19年

一時払保険料の

130％

 5.47％
24年

一時払保険料の

100％

6.03％
17年

一時払保険料の

110％

5.91％
19年

一時払保険料の

130％

 5.57％
24年

豪ドル米ドル

※このプランは、主契約に「年金支払総額保証付終身年金特約」および「即時払年金特則」を付加したお取り扱いです。



❼

死亡保障

市場価格調整率

年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡給付金をお支払いします。

目標設定プラン

終身年金プラン

支払事由発生時期 支払金額 受取人

据置期間中

移行後の据置期間中

被保険者がお亡くなりになった日の積立金額・解約返戻
金額・基本保険金額のいずれか大きい金額

被保険者がお亡くなりになった日の積立金額

死亡給付金受取人

終身年金プランの場合は、ご契約日が年金支払開始日となるため、死亡給付金のお取り扱いはありません。

※この保険は、年金支払開始日以後に被保険者がお亡くなりになった場合、一時金のお取り扱いはなく、確定年金は年金支払期間が満了するまで、
終身年金は支払事由の生じた年金の合計額が保証金額に達するまで、年金受取人に年金を継続してお支払いします。
　年金受取人が被保険者の場合は、その相続人（後継年金受取人を指定している場合は後継年金受取人）に年金をお支払いします。

この保険は、解約・一部解約および年金の一括支払の際に市場価格調整率を適用します。
市場価格調整率とは、運用資産（債券等）の価格変動を解約返戻金額や年金の一括支払による支払金額に反映させるために用いるもので、
経過年数や市場金利により変動します。市場価格調整率に上限、下限はありません。市場価格調整用利率は、積立利率の計算に用いる
「通貨および据置期間に応じた指標金利の会社の定める期間における平均値」とします。原則として毎月２回設定します。

指定代理請求人／後継年金受取人

・年金受取人が被保険者の場合、契約者（年金支払開始日以後は年金受取人）は、所定の範囲内で1人を指定代理請求人にあらかじめ指定する
ことができます。

・年金受取人が傷害または疾病により年金を請求する意思表示ができない場合等に、指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金を
請求することができます。

市場価格調整率 ＝（ ）１＋ 市場価格調整率計算基準日＊2における市場価格調整用利率＊3 ＋ 会社の定める調整率＊4
１＋ ご契約日における市場価格調整用利率＊1 残存月数＊5
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＊3 市場価格調整率計算基準日をご契約日として、このご契約と同一の新たな保険契約を締結すると仮定した場合に、その新たな保険契約に適用される
積立利率の計算に用いる指標金利の会社の定める期間における平均値

＊4 運用資産を売却するための費用等を考慮して、契約通貨に応じ0.00％から0.10％までの範囲でマニュライフ生命が定めた率です。
＊5 残存月数は、市場価格調整率を計算する際に用いる月数になります。詳細については「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」および
「ご契約のしおり／約款」でご確認ください。

＊1 ご契約日の市場価格調整用利率は、この保険契約において適用されている積立利率の計算に用いた指標金利の会社の定める期間における平均
値です。

＊2 市場価格調整率計算基準日は、お取り扱いにより以下のようになります。

解約返戻金

年金の一括支払

解約計算基準日または一部解約計算基準日

年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が受け付けた日
（書類の提出以外の方法（マニュライフ生命の定める方法に限る）により
請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日）

市場価格調整率計算基準日

ご契約を解約した場合または年金の一括支払を行った場合、市場金利に応じた運用資産（債券等）の価格変動を解約返戻金額または年金の
一括支払による支払金額に反映させるため、解約返戻金額または年金の一括支払による支払金額は増減することがあります。具体的には、
解約時の市場価格調整用利率または年金の一括支払時の市場価格調整用利率がご契約時と比較して高くなった場合には、解約返戻金額または
年金の一括支払による支払金額は減少することがあります。

［指定代理請求人について］

・契約者（年金支払開始日以後は年金受取人）は、年金受取人が年金支払開始日以後にお亡くなりになった場合の新たな年金受取人（後継
年金受取人）をあらかじめ指定することができます。

［後継年金受取人について］

※契約者が法人の場合、指定代理請求人を指定できません。

ご確認ください ❶ご確認ください 1

❽

解 約
年金支払開始日前に限り、ご契約を解約・一部解約した場合、解約返戻金をお支払いします。解約返戻金額は、解約計算基準日・一部解約計算
基準日＊1の積立金額（一部解約の場合、減額された積立金額、以下同じ）に市場価格調整率を乗じた金額から解約控除額を差し引いた金額です。

年金の一括支払
年金支払開始日以後に、将来の年金のお支払いにかえて、年金支払期間の残存期間に対する年金（終身年金の場合は支払保証部分＊）の
一括支払を請求することができます。年金の一括支払による支払金額は、年金の種類に応じて下表のようになります。

解約返戻金額 ＝ 解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額 × 市場価格調整率 － 解約控除額
解約控除額 ＝ 解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額 × 解約控除率＊2

＊1  解約計算基準日・一部解約計算基準日は、マニュライフ生命が解約・一部解約の請求書類を受け付けた日です。
　　（書類の提出以外の方法（マニュライフ生命の定める方法に限る）により請求を行った場合は、請求をマニュライフ生命が受け付けた日）
＊2  解約控除率についての詳細は下表をご覧ください。
※一部解約後の基本保険金額が契約通貨ごとにつぎの金額を下回る場合、一部解約をお取り扱いできません。
　米ドル：20,000米ドル／豪ドル：20,000豪ドル
※移行後の据置期間中に解約・一部解約した場合、解約返戻金額は、解約計算基準日・一部解約計算基準日の積立金額をお支払いします（市場価格
調整および解約控除は適用されません）。ただし、一部解約後の積立金額が50万円を下回る場合、一部解約のお取り扱いはできません。
※終身年金プランの場合は、ご契約日が年金支払開始日となるため、解約・一部解約のお取り扱いはありません。

目標設定プラン

終身年金プラン

ご契約日からの経過年数 1年以内＊ 1年超
2年以内

2年超
3年以内

3年超
4年以内

4年超
5年以内

5年超
6年以内

6年超
7年以内

7年超
8年以内

8年超
9年以内

9年超
10年以内

7.0％ 6.5％ 6.0％ 5.5％ 5.0％ 4.5％ 4.0％ 3.5％ 3.0％ 2.5％

10年超

7.0％ 6.5％ 6.0％ 5.5％ 5.0％ 4.5％ 4.0％ 3.5％ 3.0％ 2.5％ 0.0％

年金の種類 年金の一括支払による支払金額

ご契約を解約した場合、市場価格調整が適用されるため、解約返戻金額は増減することがあります。また、積立金額に市場価格
調整率を乗じた金額から、ご契約日からの経過年数等に応じた解約控除額が差し引かれます。したがって、解約返戻金額＊が
一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

●終身年金プランの場合、年金の一括支払は、ご契約日から2ヵ月以内はお取り扱いできません。
●年金の一括支払を行った場合、市場価格調整が適用されるため、年金の一括支払による支払金額は増減することが
あります。また、終身年金の場合、支払保証部分の現価に市場価格調整率を乗じた金額から、ご契約日からの経過年数等に
応じた解約控除額が差し引かれます。したがって、年金の一括支払による支払金額とすでに支払事由の生じた年金の
合計額との総額＊が一時払保険料を下回ることがあり、損失が生じるおそれがあります。

＊一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額

＊一部解約をしていた場合は、その解約返戻金額との合計額

■解約控除率 解約・一部解約および終身年金の年金の一括支払の際に適用されます。

＊ 1年以内とは、ご契約日から1年後の契約応当日の前日までのことです。

＊ 支払保証部分とは、被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のうち年金支払日が未到来の年金のことをいいます。

円 建 確定年金（5年）

契約通貨建 確定年金（5年）

契約通貨建 終身年金

年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価
（市場価格調整および解約控除は適用されません）

年金支払期間の残存期間に対する未払年金の現価 × 市場価格調整率
（解約控除は適用されません）

支払保証部分の現価 × 市場価格調整率 － 解約控除額
解約控除額 ＝ 支払保証部分の現価 × 解約控除率

※終身年金プランで年金の一括支払を行い、支払保証部分の最後の年金支払日後の年金支払日に被保険者が生存されている場合は、継続して
年金をお支払いします。なお、年金の一括支払を行った後に被保険者がお亡くなりになった場合は、ご契約は消滅します。

年金の一括支払の具体例については、「契約締結前交付書面（契約概要／注意喚起情報）」に
記載してありますので、あわせてご覧ください。

ご注意

ご注意



❾

最高保険料

円建年金に移行した
場合の支払限度

保険料の払込通貨

据置期間

被保険者の契約年齢
（満年齢）

保険料の払込方法

保障の責任開始日

告知について 告知していただく事項はありません。

年金受取人

契約者配当金

クーリング・オフ

最高保険料

契約通貨 米ドル 豪ドル

5億円相当額＊

＊同一被保険者で、マニュライフ生命の定める定額個人年金保険のご契約が複数ある場合、各ご契約のご契約日に
おけるマニュライフ生命の定める為替レートを用いて円換算した金額を合算し、5億円を超えることはできません。

※契約通貨を重複して選択することはできません。また、ご契約後に契約通貨を変更することはできません。
※同一の契約通貨における年金支払総額保証付終身年金特約の年金額等を通算し、同一被保険者について、
年金額が300,000米ドルまたは300,000豪ドルを超えるお取り扱いはできません。

目標設定プラン ： 10年
終身年金プラン ： 0年

目標設定プラン ： 0歳～80歳
終身年金プラン ： 55歳～85歳

一時払のみ
※「マニュライフ生命が指定する金融機関の口座への送金」に限定しています。

契約者または被保険者
※終身年金プランを選択した場合、お申し込みの際の年金受取人は契約者に限ります。

お申し込みからご契約日までの間に積立利率が変更になった場合、変更後の積立利率が適用されますので、
15日および月末近くにお申し込みの場合は十分にご注意ください。

※ご契約時の金融情勢等の影響により、契約通貨、年金の種類または年金支払開始年齢によってはお取り扱いを見合わせる場合があります。

マニュライフ生命がご契約をお引き受けすると承諾したときは、一時払保険料相当額のお払い込みが
完了した日を責任開始の日（ご契約日）とします。

配当金はありません。

この保険は、ご契約のお申込みの撤回やご契約の解除（クーリング・オフ）ができます。

円支払特約A型
年金・死亡給付金・解約返戻金等を、マニュライフ生命の定める為替レートを用いて円でお支払いする特約
です。契約者（第1回の年金のご請求の際または年金支払開始日以後は年金受取人、死亡給付金のご請求
の際は死亡給付金受取人）のお申し出により、付加または解約することができます。

マニュライフ生命の定める個人年金保険契約を通算し、同一の被保険者について年金額が3,000万円を超える
場合は、3,000万円を年金額とし、その年金額を基準として年金支払開始日におけるマニュライフ生命の定める
基礎率等（予定利率等）により計算された年金原資を超える部分の年金原資について、当該部分を一時金で年金
受取人にお支払いします。また、年金額が5万円未満の場合、年金での支払いは行わず、移行後の据置期間満了日の
積立金額を一時金で契約者にお支払いします。

ご確認ください ❶ご確認ください 2

各種お取り扱いについて

ご注意

※保険料の払込通貨を重複して選択することはできません。
※保険料の払込通貨が契約通貨と異なる場合、お払い込みいただいた保険料相当額をマニュライフ生命の定める
為替レートを用いて契約通貨建の保険料を計算します。また、契約通貨の一時払保険料の取扱単位は、米ドルの
ときは1米ドル、豪ドルのときは1豪ドルとなります。
※なお、上記にかかわらず、契約通貨建の一時払保険料に換算して20,000米ドルまたは20,000豪ドルを下回る
ことはできません。

お払い込みいただく保険料の最低額および単位は払込通貨に応じてつぎのとおりです。

最低額

取扱単位

40,000米ドル

100米ドル

40,000豪ドル

100豪ドル

40,000ニュージーランドドル

100ニュージーランドドル

40,000ユーロ

100ユーロ

保険料の払込通貨 米ドル 豪ドル ニュージーランドドル ユーロ

500万円

10,000円

円
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この保険にかかる費用
■保険関係費
保険関係費とは、死亡保障に必要な費用、保険契約の締結・維持に必要な費用です。積立利率を決定する際に保険関係費をあらかじめ
差し引きます。

■円建年金への移行後の年金支払期間中にご負担いただく費用

年金管理費

項　目 費　用

責任準備金額に0.4％を乗じた金額 年金支払日に責任準備金から控除します。（年金支払の管理にかかる費用）

■外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用

＊対顧客電信売買相場の仲値（TTM）は、マニュライフ生命が指標として指定する金融機関が公示する値とします。

※2023年4月現在。外貨のお取り扱いによりご負担いただく費用は、将来変更されることがあります。

●一時払保険料を外貨でお払い込みいただく際に、取扱金融機関への振込手数料をご負担いただく場合があります。
●年金や死亡給付金等を外貨でお受け取りの際には、金融機関により手数料（リフティングチャージ等）をご負担いただく場合があります
（くわしくは取扱金融機関にご確認ください）。
●つぎの①～④の場合、下表の為替レートと対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただき
ます。また、⑤の場合、保険料の払込通貨を下表の為替レートを用いて契約通貨に変更しますので費用が発生します。なお、保険料の払込
通貨の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）＊との差額は、為替手数料として通貨交換時にご負担いただきます。
①「保険料円入金特約A型」を付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合
②「円支払特約A型」を付加し、年金や死亡給付金等を円でお支払いする場合
③「円支払特約A型」を付加し、解約返戻金を円でお支払いする場合
④「円建年金移行特約」を付加し、円建年金への移行に際して解約返戻金額を円に換算する場合
⑤「保険料米ドル入金特約A型」等を付加し、一時払保険料を契約通貨と異なる外貨でお払い込みいただく場合

①   「保険料円入金特約A型｣の為替レート

②

③

項目
米ドル 豪ドル

契約通貨

契約通貨のTTM ＋ 50銭

契約通貨のTTM － 50銭
      「円支払特約A型｣の為替レート

契約通貨のTTM － 1銭 契約通貨のTTM － 3銭

④   「円建年金移行特約｣の為替レート 契約通貨のTTM － 50銭

⑤   「保険料米ドル入金特約A型｣等の為替レート （ 契約通貨のTTM ） ÷ （ 保険料の払込通貨のTTM － 50銭 ）

■解約・一部解約時および終身年金の年金の一括支払時にご負担いただく費用
解約・一部解約時にご契約日からの経過年数等に応じてご負担いただきます。

解約控除

項　目 費　用

解約に相当する部分の積立金額に、経過年数に
応じて7.0％～2.5％の解約控除率を乗じた金額

終身年金の年金の一括支払時にご契約日からの経過年数等に応じてご負担いただきます。
なお、契約通貨建の確定年金の年金の一括支払時にご負担いただく費用はありません。

解約控除

項　目 費　用

支払保証部分＊の現価に、経過年数に応じて
7.0％～2.5％の解約控除率を乗じた金額

＊支払保証部分とは、「被保険者の生死にかかわらずお支払いする年金の合計額のうち、年金支払日が未到来の年金」のことをいいます。
※解約控除に関するくわしい内容については、「契約締結前交付書面（契約概要/注意喚起情報）」および「ご契約のしおり/約款」に記載してあります
のでご覧ください。
※円建年金への移行が行われる場合の解約返戻金額の計算の際、解約控除をご負担いただきます。
※円建年金への移行後の解約・一部解約時および円建の確定年金の年金の一括支払時に解約控除のご負担はありません。

解約計算基準日または一部解約計算基準日に、
解約に相当する部分の積立金額に市場価格
調整率を乗じた金額から控除します。

年金の一括支払の請求書類をマニュライフ生命が
受け付けた日に、支払保証部分＊の現価に市場価格
調整率を乗じた金額から控除します。


